
1



川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

総合計画総合都市交通計画

都市計画
マスタープラン

環境、防災、
福祉分野等の
関連計画

首都圏

交通体系

道路整備プログラム

平成28年度～令和11年度

自転車活用推進計画

令和4年度～令和7年度

道路分野 地域公共交通分野自転車分野 駐車対策分野

※鉄道、道路、地域交通における

総合的な交通体系のあり方を示す

交通政策のマスタープラン

臨海部の
関連計画等

立地適正化計画

首都圏全体を踏まえた計画
首都圏整備計画

東京都市圏交通計画
協議会

(パーソントリップ調査等)

交通政策審議会

鉄道分野

１ 川崎市総合都市交通計画の位置づけ

交通関連の個別計画（例） 総合都市交通計画に示す総合的な交通体系のあり方に基づき、各交通分野の事業を定めるもの

資料

地域公共交通計画

令和3年度～令和7年度

川崎駅東口地区
駐車対策推進計画

令和3年度～令和7年度
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・本計画は、「広域調和・地域連携型の都市構造の形成」に向けた交通政策のマスタープランとして平成25(2013)年3月に
策定しました。

・計画策定からおおむね20年後を目標年次とし、平成30(2018)年3月に中間見直しを実施しています。

・道路・地域公共交通等に関しては、別途計画等を策定し、本市の交通政策を推進しています。

・社会経済状況など計画を取り巻く状況の変化を踏まえ、計画の策定から10年後を目途に全体見直しを行うこととなってお
り、令和7(2025）年度の全体見直しに向け、検討を進めています。

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

2 川崎市総合都市交通計画の概要

１ 首都圏機能の強化及び活力ある本市都市構造の形成に向けた交通環境の整備
２ 誰もが安全、安心、快適に利用できる交通環境の整備
３ 災害に強い交通環境の整備
４ 地域特性に応じたきめ細やかなまちづくりを支える交通環境の整備
５ 地球にやさしい交通環境の整備

１ 都市の骨格を形成する交通機能の強化
２ 交通の安全・安心の強化
３ 市民生活を支える公共交通の強化
４ 環境に配慮した交通の低炭素化
５ 臨海部の交通機能の強化

・誰もが利用しやすいこと
・安全・安心かつ円滑であること
・持続可能であること

交通政策の
理念

交通政策の
目標

重点施策
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(１)人口、高齢化等の動向

（出典）2020年までは国勢調査、2025年以降は川崎市総合計画第3期実
施計画の策定に向けた将来人口推計（更新版）（令和4(2022)年2月）

・テレワークの普及等による働き方の変化やインターネットショッピング利用の増加
等のライフスタイルの変化により、 外出時の移動距離が短くなっています。

・本市の人口は増加が続いていますが、令和12(2030)年にピークを迎え、
その後減少へ転換する見込みです。
・高齢化は、市の全域で進展しますが、その度合いは区による違いがあり、
地域ごとのきめ細やかな対応が求められます。

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

2021(R03)

2015(H27)

2010(H22)

2005(H17)

Km/トリップ 平日平均トリップ距離(川崎市)

(km)

(出典)国土交通省資料より作成

※トリップとは人の移動する単位をいう

(出典)家計消費状況調査（総務省）より作成

インターネットショッピング利用世帯割合

(出典)テレワーク人口実態調査（国土交通省）より作成

首都圏の雇用型テレワーカーの割合

年度

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

３ 交通政策を取り巻く状況

(２)働き方、ライフスタイルの変化
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・バス・タクシーの運転手等は、令
和元年に比べ減少しており、また
有効求人倍率が全産業平均より高
く推移するなど、担い手不足が深
刻化しています。

・JFEスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等
休止（令和5(2023)年9月）により、扇島地区や南渡田
地区など、川崎臨海部に新たに生まれる約400ヘク
タールの広大な土地について、大規模土地利用転換の
取組が進められています。

図 バス・タクシー業界の運転者数の推移

（出典）ラストワンマイル・モビリティ／自動車DX・
GXに関する検討会(国土交通省）

図 自動車整備職種の有効求人倍率の推移

（出典）厚生労働省「職業安定業務統計」から作成

図 扇島地区において必要と想定する主な道路・交通アクセス路線と整備箇所
（出典）「JFEスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う土地利用方針」
（令和5年８月）（川崎市）

自動車整備

全職種

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

(３)様々な交通の担い手不足

(４)臨海部の大規模土地利用転換
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・ICTの進展によりMaaSやデマンド交通、小型車両

を用いたグリーンスローモビリティ、超小型モビリ

ティが登場している他、電動キックボードや自転車

などのシェアリングサービスも開始されるなど、

ICTを活用した小型で電動・自動化された新しいモ

ビリティにより、これまでのバスを補完する乗り物

が普及していくことが想定されます。

・平成30(2018)年に公表された IPCC（国際気候
変動に関する政府間パネル）「1.5℃特別報告書」で
は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体と
してゼロにする、2050年カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現を目指すことが宣言されました。
・本市においては、令和２（２０２０）年11月に脱炭素戦

略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」を策定

するとともに、令和4（2022）年3月には「地球温暖

化対策推進基本計画」を改定し、2050年までに市

域の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指してい

ます。

・脱炭素社会の実現に向け、運輸部門においては、次

世代自動車等の更なる普及促進や公共交通の利用

促進が重要です。

図 市内の二酸化炭素排出量の
部門別構成比（202２年度暫定値）

（出典）川崎市資料

図 市域のCO2排出量の将来イメージ
（出典）川崎市地球温暖化対策推進

基本計画

全部門合計
約2,019万t-CO2

のるーとKAWASAKI

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

(５)脱炭素社会の実現に向けた取組の進展

(６) ICTの進展による様々な身近な乗り物の普及
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・通勤ラッシュ時を中心とした鉄道の混雑は、新型コロナウイルス感染症拡
大によるテレワークの浸透等で大幅に緩和されましたが、最近は再び増
加傾向のため、引き続き、動向を注視する必要があります。

・本市では、人口が増加傾向にある一方、路線バスの便数は、減少傾向が続い
ています。

・市内の路線バスの1日当たりの便数は、令和5(2023)年度には約10,100
便と、5年前の平成30（2018）年度に比べて約2,300便減少しており、運転
手不足の影響等から元の便数に戻すのは困難な状況です。

・市民アンケート結果の上位3つが安全・安心に関わる項目であり、市民の安全・安心への関心の高さがうかがえます。
・過去のアンケート結果と比較し、重要と考えている市民の割合が最も大きく伸びているのは「路線バスの維持や利便性の向
上」であり、平成23(2011)年度より20％以上伸びています。

混雑率 %

輸送力 千人

南武線（武蔵中原→武蔵小杉）

(出典)
国土交通省
資料より作成

図 市民が重視する交通政策 （出典）令和5（2023）年度 第2回かわさき市民アンケート結果より作成 +20.9％

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

４ 本市の交通事情・交通特性

(１)路線バスの便数

(２)鉄道の混雑状況

(３)市民が重視する交通政策
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目標１ 首都圏機能の強化及び活力ある本市都市構造の形成に向けた交通環境の整備

 京浜急行大師線連続立体交差事業（東門前駅～小島新田駅間 平成31年地下運行開始）
 JR東日本南武線連続立体交差事業（矢向駅～武蔵小杉駅 令和7年都市計画事業認可）
 羽田連絡道路（多摩川スカイブリッジ）の整備（令和４年）

 鉄道駅におけるホームドア等の整備促進において、昨年度までにJR南武線全駅のホームドア設置完了
 JR南武線の踏切横断の軽減と安全性や利便性の向上に向け、稲田堤駅（令和６年）、津田山駅（令和元年）の橋上駅舎化
 自転車を活用したまちづくりに向け、シェアサイクル事業の本格運用（令和４年7月～令和9年3月）等の実施

目標２ 誰もが安全、安心、快適に利用できる交通環境の整備

 塩浜陸橋（令和５年）、登戸陸橋（令和5年）など道路橋りょう等の耐震化
 臨港道路東扇島水江町線の整備促進
 川崎府中線（枡形・生田）など緊急交通路、緊急輸送道路の整備、機能確保

目標３ 災害に強い交通環境の整備

 「地域交通の手引き」の改定（令和４年）
 身近な地域の公共交通における新技術を活用したのるーとKAWASAKIなどのデマンド交通等の導入促進
 JR武蔵小杉駅における混雑対策として、綱島街道改札の整備（令和5年）

目標４ 地域特性に応じたきめ細やかなまちづくりを支える交通環境の整備

 電気や水素を活用した次世代自動車の普及促進
 渋滞緩和のための緊急渋滞対策の推進
 新たな基幹的交通軸の整備に向けた取組の推進

目標５ 地球にやさしい交通環境の整備

ハイブリッド
連節バス

(出典)川崎市資料

(出典)川崎市資料

崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

５ 中間見直し（平成３０年）後の主な取組
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７ 交通課題

中間見直し（平成30年）後、目指すべき交通環境の実現に向け、各施策・事業を効率的・効果的に実施し、
一定の成果を上げました。
一方で、交通の担い手不足や臨海部の大規模土地利用転換等といった交通政策を取り巻く状況の変化へ

の対応が求められています。
今後は、地域特性に応じた地域公共交通の維持・確保、臨海部の土地利用転換を見据えた交通機能の強化

など持続可能な交通環境の形成を図る必要があります。

これまでの取組状況や社会状況の変化、現計画の総括を踏まえ、５つの交通課題を整理

①
首都圏機能の強化及び本市
都市構造の形成

・臨海部の大規模な土地利用転換を踏まえた交通機能や市内外の拠点間の連携
強化が求められています。

②
誰もが安全、安心、快適に
利用できる交通環境の形成

・人口減少、超高齢社会に対応した、人にやさしい交通環境の整備が求められて
います。

③ 災害に強い交通の実現
・甚大化する風水害や大規模地震等の災害に強く、復旧を支える交通基盤の充
実が求められています。

④
地域特性に応じた交通課題
へのきめ細やかな対応

・地域特性に応じたきめ細やかな対応や市民の暮らしに応じた、新技術等の多様
なモビリティの活用による移動手段の確保が求められています。

・様々な交通の担い手不足に対応した、地域公共交通の維持・確保や拠点駅等の
まちづくりと連携した、結節・ 交流機能の強化が求められています。

⑤
脱炭素社会の実現に向けた
地球環境への更なる配慮

・公共交通の利用促進や次世代自動車の普及促進、環境に配慮した自動車利用
の推進等による交通の脱炭素化が求められています。

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

６ 現計画の総括
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計画の見直しの視点

首都圏における立地特性を活かし、これまでに構築した交通環境を最大限に活用することで、本市の骨格形成
と交通機能の強化を進めるとともに、高齢化の進展や交通の担い手不足等の社会環境の変化を背景とした、多
様化する人の移動と暮らしに着目し、市民の移動しやすさに暮らしやすさを組み合わせた持続可能な交通環境の
形成を図ります。

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

８ 見直しの考え方

主な見直しのポイント

①社会環境の変化に対応したサービスの転換

・具体的な事業の管理等、個別計画との役割を整理し、最適化

②交通政策のマスタープランとして位置づけを明確化

③計画構成の再整理

・交通の担い手不足などの社会環境の変化の中で、多様なモビリティとの連携や新たな交通結節機能の形成
など地域公共交通ネットワークの維持・確保を位置付け

・市民にとって分かりやすい計画とするために、全体構成の見直し

・目標水準の指標については、関連計画との役割分担を整理し、指標のスリム化等の検討や、市民の実感に
即した市民アンケートなどを活用した分かりやすい指標の検討・見直し
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交通戦略（取組方針）

(１) 公共交通利用促進と道路交通円滑化

(２) 次世代自動車の普及等による交通の脱炭素化
(３) 環境に配慮した自動車利用の推進

(１) 社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成
(2) 駅周辺等の特性に応じた交通・交流環境の整備及び公共交通の利用促進

(１) 安全・安心・快適な交通環境の整備と交通安全対策の推進
(２) 人にやさしい交通環境の整備と社会参加の促進等に向けた取組の推進

(１) 本市拠点機能及び拠点間連携の強化
(２) 首都圏機能の強化に資する広域的な都市間の連携、空港・新幹線駅へのアクセス強化

(３) 臨海部の交通機能強化

交通政策の目標

１ 首都圏機能の強
化及び活力ある
本市都市構造の
形成に向けた交
通環境の整備

３ 災害に強い交通
環境の整備

４ 地域特性に応じ
たきめ細やかな
まちづくりを支
える身近な交通
環境の整備

２ 誰もが安全、安
心、快適に利用
できる交通環境
の整備

５ 脱炭素社会の実
現に向けた交通
環境の整備

(１) 災害に強い交通基盤の整備
(2) 災害発生時等における帰宅困難者対策の推進

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

９ 交通政策の目標、交通戦略（案）
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国際競争力など首都圏機能の強化と活力ある都市構造の形成を支えるため、鉄道や道路で拠点を結び、広域的な都
市間移動を促進します。また、臨海部の大規模な土地利用転換に対応した交通ネットワークを形成します。

(１) 本市拠点機能及び拠点間連携の強化

(２) 首都圏機能の強化に資する広域的な都市間の連携、空港・新幹線
駅へのアクセス強化

(３) 臨海部の交通機能強化

国道357号
多摩川トンネル航空写真
（出典）関東地方整備局
川崎国道事務所資料

目標１ 首都圏機能の強化及び活力ある本市都市構造の形成に向けた交通環境の整備

横浜市高速鉄道
３号線延伸
概略ルート・駅位置図
(出典)川崎市資料

ＪＲ東日本南武線の
連続立体交差化 完成イメージ
（JR平間駅周辺）
(出典)川崎市資料

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

・既存ストックを最大限に活用した既存鉄道路線の機能強化や鉄道路線の整備、幹線
道路網の整備を進めます。

・鉄道の連続立体交差化、幹線道路等の整備、早期に効果が発現する交差点改良な
ど効率的・効果的な取組を進めます。

・本市拠点から横浜・新横浜、東京都心方面等や新幹線駅へのアクセス強化に向け
て、既存鉄道路線の機能強化や鉄道路線の整備、広域的な幹線道路網の整備に向け
た取組を進めます。

・首都圏における交通混雑の緩和による都市機能・物流の強化や、空港・港湾アクセス
に資する高規格道路の計画の具体化に向けて、国などと連携した取組を進めます。

・本市拠点から羽田空港アクセス強化に向けて、交通ネットワークや ターミナル駅等
での乗り継ぎ円滑化の取組を進めます。

・大規模土地利用転換に対応した、京浜港の国際競争力を強化する幹線道路等の整
備促進、内陸部交通の湾岸転換による道路交通の円滑化等、臨海部の道路ネットワー
クの機能強化に向けた取組を進めます。

・臨海部のより良い通勤環境に向け、既存の交通ネットワークを活かした取組や、臨海
部全体の交通ネットワーク形成を進めます。
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自転車通行環境整備
（出典）川崎市自転車活用推進計画

ホームドアの設置
（JR南武線登戸駅）

ICTを導入した
高齢者外出支援乗車事業

自転車の活用イメージ
（シェアサイクル）

(出典)川崎市資料

(出典)川崎市資料

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

目標2 誰もが安全、安心、快適に利用できる交通環境の整備

超高齢社会の到来を見据え、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮し、歩行者・自転車等の交通環境の
整備や交通安全対策を進めます。

(１) 安全・安心・快適な交通環境の整備と交通安全対策の推進

・歩行者が安全で安心して移動しやすい交通環境の整備を進めます。

・シェアサイクルの更なる普及など自転車の利用促進に向けた取組を進めます。

・自転車等の利用者に対する交通ルールの周知等の取組を進めます。

・駅周辺における歩行者の安全性・利便性の向上に向けた取組を進めます。

・地域性を活かした官民連携による安全・快適な道路空間の活用を進めます。

(２) 人にやさしい交通環境の整備と社会参加の促進等に向けた取組の
推進

・ホームドアの設置や駅施設の改良など、鉄道事業者と連携した取組を進めます。

・バリアフリー基本構想・推進構想に基づき、鉄道駅を中心としたバリアフリーのまち
づくりを進めます。

・高齢者・障害者等の社会参加に向けて、路線バスの優待乗車や移動サービスなど外
出を支援する取組を進めます。
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適切な維持修繕や維持管理のため、
対象施設（道路斜面・冠水表示板）の追加

（出典：川崎市道路維持修繕計画）

橋りょう桁下の予防保全的な
修繕の例（ひび割れに樹脂を注入）
（出典：川崎市橋りょう
長寿命化修繕計画）

図上訓練の様子（出典：川崎市資料）

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

目標3 災害に強い交通環境の整備

大規模災害による被害を軽減し、都市全体の復旧、復興を牽引する災害に強い交通基盤の整備を進めるとともに、
災害発生時における主要駅での滞留及び混乱防止、一斉帰宅抑制のため、帰宅困難者対策の取組を進めます。

(１) 災害に強い交通基盤の整備

・緊急輸送道路の整備、指定路線の周知、沿道建築物の倒壊防止に向けた取組を進め
ます。

・鉄道や広域的な幹線道路等の整備による防災性の高い交通ネットワークの形成を
進めます。

・道路施設等の耐震化、道路の無電柱化を進めます。

・交通基盤の予防保全型等の管理の活用を進めます。

(２) 災害発生時等における帰宅困難者対策の推進

・災害時における公共交通への集中回避のため、主要駅等での混乱防止に向けた取
組を進めます。

道路斜面 冠水表示板
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鷺沼駅前地区再開発事業 駅前広場イメージ
（出典）「鷺沼駅前地区再開発事業の進捗状況について」

（川崎市）

川崎市の自動運転バス

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

目標4 地域に応じたきめ細やかなまちづくりを支える身近な交通環境の整備

運転手不足や輸送需要の変化等に対応し、地域公共交通を維持・確保するとともに、まちづくりと連携しながら地
域交通の課題に対応します。

(１) 社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成

・運転手不足等の交通課題に対応したバスネットワークの維持など、地域公共交通の
維持・確保に向けた取組を進めます。

・地域の特性に応じ、道路や駅前広場の整備などバスの走行環境の改善に向けた取
組を進めます。

・ ICT等の新技術を活用した多様なモビリティや新たな結節機能の取組を進めま
す。

(２) 駅周辺等の特性に応じた交通・交流環境の整備及び公共交通の利
用促進

・駅前広場、歩行者空間、自転車の利用環境等の整備や効果的な運用を進めます。

・駐車・荷捌き施策の取組を進めます。

・鉄道の連続立体交差化等と連携した地域交通の効率化や駅前空間の充実などの取
組を進めます。

・運行案内等に関する情報提供の充実など、公共交通利用促進の取組を進めます。

・ウォーカブルな（「居心地が良く歩きたくなる」）まちなかづくりを進めます。
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川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

脱炭素社会の実現に向けて、公共交通機関の利用による自家用車からの転換の促進、道路交通の円滑化、次世代自
動車の普及促進、環境に配慮した自動車利用の推進等の取組により、交通の脱炭素化を進めます。

(１) 公共交通利用促進と道路交通円滑化

(２) 次世代自動車の普及等による交通の脱炭素化

(３) 環境に配慮した自動車利用の推進

目標5 脱炭素社会の実現に向けた交通環境の整備

・公共交通機関の利用促進により、自家用車の利用からの転換を促進します。

・都市計画道路等の整備や交差点改良などを進め、効率的・効果的に渋滞緩和を図
り、道路交通の円滑化を進めます。

・次世代自動車の普及促進や利用環境の整備などにより、交通の脱炭素化を進めま
す。

・EVカーシェアリングサービスなどの地球環境に配慮した取組により、交通の脱炭素
化を進めます。

・エコドライブやエコ運搬の推進、産業道路の迂回対策など、 自動車利用における環
境配慮行動の自主的な取組を促進します。

EVカーステーション
(出典)川崎市資料

川崎市EVバス
（出典）川崎市資料
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令和７年８月 計画(素案)のとりまとめ

9月 計画(素案)についての市民意見募集

10月 計画(案)のとりまとめ

11月 計画の改定

川崎市総合都市交通計画の見直しの検討状況について

今後は、関連計画等と連携を図りながら検討を進め、８月末を目途に計画(素案)をとりまとめます。

計画の改定に向けたスケジュールは、おおむね次のとおりです。

１０ 今後のスケジュール
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